
かながわ⽔源環境保全・再⽣
基本計画／

第Ⅰ期実⾏５か年計画について

神奈川県環境農政局緑政部
⽔源環境保全課⻑ 井出 博晶
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（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題

２ かながわ⽔源環境保全・再⽣基本計画
（１）⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅
（２）森林関係事業
（３）⽔関係事業
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（１）令和９年度以降に取り組む13事業
（２）安定的な財源の確保 －⽔源環境保全税－
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これまでの取組

（2007（平成19）年度〜）

3

（１）本県における⽔資源と⽔利⽤ －神奈川県の⽔源－

神奈川県内の上⽔道の
⽔源別構成⽐

（2025(令和７)年４⽉１⽇時点）



アオコの異常発⽣森林の荒廃

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策導⼊の背景－
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2005(平成17)年11⽉「かながわ⽔源環境保全・再⽣施策⼤綱」を策定
2007(平成19)年４⽉ 新たな⽔源環境保全・再⽣の取組を開始

⽬的︓将来にわたり県⺠が必要とする良質な⽔の安定的確保
体系的な取組︓⽔源環境保全・再⽣施策⼤綱及び 実⾏５か年計画

第１期 2007 (平成19) 年度から2011 (平成23) 年度まで
第２期 2012 (平成24) 年度から2016 (平成28) 年度まで
第３期 2017 (平成29) 年度から2021 (令和３) 年度まで
第４期 2022 (令和４) 年度から2026 (令和８) 年度まで

※実⾏計画は、施策⼤綱の順応的管理の考え⽅に基づ
き、モニタリング調査と効果検証を⾏い、５年ごとに
⾒直しをする。

計
画
期
間

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－新たな取組の検討－
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⼿⼊れが⾏われている森林（⼈⼯林）の割合⼿⼊れが⾏われている森林（⼈⼯林）の割合

2003（平成15）年度 2020（令和２）年度

A

17%

B

24%
C

50%

D

2%

外

7%

約４０％ 約８０％

適切に管理された森林

荒廃が進む森林

※

私有林の重点的な整備及びシカ管理対策などにより、
混交林や健全な⼈⼯林など適正に管理された森林が増加
私有林の重点的な整備及びシカ管理対策などにより、
混交林や健全な⼈⼯林など適正に管理された森林が増加

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策による成果（森林の保全・再⽣）－
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整備前（2012年） 整備後（2016年）

⼈⼯林における下層植⽣の推移⼈⼯林における下層植⽣の推移

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策による成果（森林整備による植⽣の回復状況）－

丹沢⾼標⾼域⾃然林における下層植⽣の推移丹沢⾼標⾼域⾃然林における下層植⽣の推移

シカ管理捕獲導⼊前(2006年) 導⼊後12年経過(2023年)
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秦野市におけるテトラクロロエチレンの濃度の変化

BODの低下 有機塩素系化学物質の
濃度の減少

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策による成果（⽔環境の保全・再⽣）－

河川・⽔路の⾃然浄化対策河川・⽔路の⾃然浄化対策 地下⽔保全対策地下⽔保全対策

⽣活排⽔処理施設の整備促進⽣活排⽔処理施設の整備促進

（施策前）

（相模川・酒匂川上流）

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策による成果（⽔環境の保全・再⽣）－

⽣活排⽔処理率の向上
9



2006（平成18）年 現在

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策による成果（良質な⽔の安定的確保）－

アオコの発⽣抑制（相模湖）アオコの発⽣抑制（相模湖）

アオコの異常発⽣なし
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11

【参考】2016年夏（利根川渇⽔）

神奈川県⼀都５県
相模湖ほか

３湖
94％

利根川⽔系8
ダム

38.5％
ダム貯⽔率

神奈川県利根川

なし
23⽇2012年
57⽇2013年
79⽇2016年

相模川⽔系３ダムの合計貯⽔量（推移）相模川⽔系３ダムの合計貯⽔量（推移）取⽔制限の状況取⽔制限の状況

第1期 第2期 第3期

施策開始以降、取⽔制限なし

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－施策による成果（良質な⽔の安定的確保）－



＜森林関係事業＞
・森林の基盤整備（シカの管理捕獲、⼟壌流出防⽌対策など）
・公益的機能を発揮できる森林づくり（間伐等の森林整備など）

など
＜⽔関係事業＞

・河川・⽔路の⾃然浄化対策（未整備区間）
・地下⽔モニタリングの充実（PFAS対応）
・⽣活排⽔処理率の向上 など

＜環境や社会の変化に対応する事業＞
・施策開始当初に想定していなかった「環境の変化」や、

「⽣物多様性の保全」や「脱炭素社会の実現」など、
持続可能な社会の形成につながる事業の実施

（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題
－今後の課題－

［今後の課題］
回復した⽔源環境の維持及び公益的機能の持続的な発揮

［今後の課題］
回復した⽔源環境の維持及び公益的機能の持続的な発揮
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2027（令和９）年度以降の

新たな取組（新計画）
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１ 現状と課題
（１）本県における⽔資源と⽔利⽤
（２）⽔源環境保全・再⽣施策による成果と今後の課題

２ かながわ⽔源環境保全・再⽣基本計画
（１）⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅
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３ 第Ⅰ期かながわ⽔源環境保全・再⽣実⾏５か年計画（2027-2031）

（１）令和９年度以降に取り組む13事業
（２）安定的な財源の確保 －⽔源環境保全税－

＜施策推進に当たっての基本的な考え⽅＞
・森林や河川を社会的共通資本ととらえ、多⾯的機能を確実に発揮させる
ことを⽬的として、順応的管理の考え⽅に基づき、⻑期的な展望を持って
施策を展開します。
・森林や河川が有する公益的機能を発揮できるようにすることで、頻発化
する⾃然災害への対応や⽣物多様性の保全など、新たな課題にも寄与する
ことができる施策を推進します。

＜⽬的＞
「将来にわたり県⺠が必要とする良質な⽔の安定的確保」を⽬的として、

回復した⽔源環境の維持及び機能を発揮させるため、引き続き、⽔源環境
保全・再⽣に資する取組を推進します。

＜理念＞
⽔源環境は県⺠共有の財産であり、県⺠全体で守っていかなければなら

ないという理念のもと、⽔源環境の公益的機能を維持・発揮する取組を推
進します。

（１）⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅

15



＜対象地域＞
・⽔源環境保全・再⽣施策は、主として、県外上流域を含めたダム上流域
を中⼼に、河川⽔及び地下⽔の取⽔地点の集⽔域全体（⽔源保全地域）で
展開します。
・⽔源環境保全・再⽣を⽀える活動である普及啓発事業などついては、県
⺠全体で⽔を守る観点から、県全域で展開します。

ダム

取水堰

表流水、伏流水

地下水

湧水

凡例

⽔源の森林エリア
地域⽔源林エリア

酒匂川⽔系県外上流域
（静岡県）

相模川⽔系県外上流域
（⼭梨県）

⽔源保全地域

県内⽔源
保全地域

県外上流域

⽔源の森林エリア

地域⽔源林エリア

相模川⽔系県外上流域
（⼭梨県）
酒匂川⽔系県外上流域
（静岡県）

酒匂川⽔系県外上流域

相模川⽔系県外上流域

相模湖

津久井湖
宮ヶ瀬湖

丹沢湖

（１）⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅

16

＜計画期間＞
・⽔源環境を保全・再⽣するためには、⻑期にわたる継続的な取組が必要
であることから、全体計画期間を2027（令和９）年度からの20年間とし、
基本計画において取組の基本⽅針を⽰します。
・モニタリング調査による施策実施効果の検証を踏まえて定期的に事業内
容等の⾒直しを図るため、５年ごとに実⾏計画を策定し、⾒直しを⾏いな
がら効果的な施策展開を図ります。

＜施策体系＞
・⽔源環境の公益的機能を維持・発揮する取組は、単⼀の対策では効果を
上げることはできません。そのため、総合的・体系的な対策に県や市町村、
ＮＰＯ等で連携して取り組むとともに、新たなデジタル技術を積極的に取
り⼊れ、「森林ＤＸ」を推進しながら、効果的・効率的な施策推進を図り
ます。

（１）⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅

17



＜施策体系＞

（１）⽔源環境保全・再⽣の基本的考え⽅
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＜将来像＞ 機能回復した森林の維持と公益的機能の持続的な発揮

（２）森林関係事業

現
⾏

19



＜将来像＞ 機能回復した森林の維持と公益的機能の持続的な発揮

（２）森林関係事業

令
和
９
年
度
以
降
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（２）森林関係事業 － 施策展開の⽅向性 －

（１）公益的機能の持続的な発揮に向けた森林づくり

（２）⽔源環境を取り巻く環境や社会の変化に応じた⽔源保全地域全体の
森林の整備・管理

21



（２）森林関係事業 － 施策展開の⽅向性 －

（４）地域特性に応じた森林の整備
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（３）多様な主体による⽔源環境の維持・管理

・契約期間が残る公的管理森林への対応
・シカ管理の継続
・地域⽔源林整備の継続、充実（⾥⼭林整備等）
・多様な林齢構成となる⼈⼯林整備（植替え）
・返還森林等の管理
・⾃然災害の頻発化・激甚化への対応
・新たな社会的ニーズへの対応（⽣物多様性の保全等）

＜課題＞
（２）森林関係事業

23



（１）⼟壌保全対策の推進
・⽔源林の基盤の整備、⽔源返還林等の⼟壌保全対策の実施など

（２）丹沢⼤⼭の保全・再⽣対策
・中⾼標⾼域におけるシカ管理の推進など

（３）⼿⼊れを要する⽔源林整備（県）
・契約期間が残る協定林等の整備、かながわ森林塾の実施など

（４）⼿⼊れを要する⽔源林整備（市町村等）
・契約期間が残る協定林の整備
・私有林の確保・整備及び市町村有林の整備
・集落周辺の⾥⼭林整備
・地域固有の課題に応じた森林整備等

（２）森林関係事業 － 20年間の具体的な取組 －
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（５）整備後に返還した⽔源林等の機能維持
・森林ＤＸの推進（環境林の状態把握）
・環境林における所有者による森林管理への⽀援など

（６）多様な林齢構成となる⼈⼯林整備
・間伐等森林の整備（契約期間が残る⻑期施業受委託森林の森林整備等）
・⽔源環境に配慮した植替えの実施
・伐採⽊・間伐材搬出への⽀援
・かながわ森林塾の実施（再掲）など

（２）森林関係事業 － 20年間の具体的な取組 －

25



■⾃然浄化機能の⾼い河川・⽔路
河川や⽔路において、⽔辺の⽣態系を保全・再⽣することにより、

⾃然浄化機能を⾼め、環境と調和した持続的な⽔利⽤を⽬指します。

■地下⽔汚染のない⽔道⽔源地域と持続可能な地下⽔利⽤
地下⽔を⽔道⽔源として利⽤している地域において、地下⽔の適正

な利⽤と保全により、将来にわたり地下⽔利⽤や環境⾯に影響のない
⽔位レベルを維持し、持続的な⽔利⽤を⽬指します。また、地下⽔を
⽔道⽔源として利⽤している地域内において、地下⽔の⽔質が環境基
準以下の数値となることを⽬指します。

■ダム湖・河川への⽔質汚濁負荷の軽減
⽔道⽔源となるダム湖や河川への⽣活排⽔の流⼊を抑制し、⽔質汚

濁負荷を軽減することにより、⽔質を改善し、通常の浄⽔操作により
⽔道原⽔として安定的かつ持続的に利⽤できるようにします。

＜将来像＞

（３）⽔関係事業

26

■河川・⽔路の⾃然浄化対策
・整備対象河川等における未整備区間への対応
・機能不全となっている⾃然浄化施設の機能回復

■地下⽔の保全対策
・地下⽔汚染対策やかん養対策、モニタリング等の継続
・地下⽔モニタリングの充実（PFAS対応等）

■⽣活排⽔処理施設の整備促進
・相模川⽔系・酒匂川⽔系への⽔質汚濁負荷対策
・県内ダム集⽔域の⽣活排⽔処理率の向上

＜課題＞

（３）⽔関係事業

27



■ 河川・⽔路の環境整備
・河川・⽔路における⾃然浄化機能の向上
・河川・⽔路の⾃然浄化機能の保全

（３）⽔関係事業 － 20年間の具体的な取組 －

■ 地下⽔の保全対策
・地下⽔かん養対策
・地下⽔汚染対策
・地下⽔モニタリング（地下⽔中のPFAS調査を含む）

■ ⽣活排⽔処理施設の整備
・合併処理浄化槽の整備促進
・⾼度処理型合併処理浄化槽の維持管理⽀援

28
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３ 第Ⅰ期かながわ⽔源環境保全・再⽣実⾏５か年計画（2027-2031）

（１）令和９年度以降に取り組む13事業
（２）安定的な財源の確保 －⽔源環境保全税－



森林関係事業

計 215億6,200万円

１ ⼟壌保全対策の推進
２ 丹沢⼤⼭の保全・再⽣対策
３ ⼿⼊れを要する⽔源林整備（県）
４ ⼿⼊れを要する⽔源林整備（市町村）
５ 整備後に返還した⽔源林等の機能維持

⽔関係事業
計 33億5,200万円

７ 河川・⽔路の環境整備
８ 地下⽔の保全対策
９ ⽣活排⽔処理施設の整備

⽔源環境保全・再⽣を⽀え
る活動 ／ ⽔源環境保全・
再⽣を推進する仕組み

計 17億9,500万円

10 都市部住⺠との交流・市⺠事業等の推進
11 県外上流域との協働
12 ⽔源環境モニタリングの実施

合計13事業 総事業費 267億900万円（単年度平均 53億4,200万円）

うち⽔源環境保全税充当額 200億5,900万円（単年度平均 40億1,200万円）

６ 多⽤な林齢構成となる⼈⼯林整備

13 県⺠参加による⽔源環境保全・再⽣のための仕組み

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

30

31

１ ⼟壌保全対策の推進
⼟壌保全対策等これまでの取組の充実強化と

併せ、気候変動に伴う⾃然災害の未然防⽌や被
災箇所の早期復旧など、⾃然災害の頻発化・激
甚化に対応した森林管理の推進を図ります。

① ⽔源林の基盤の整備
② ⾼標⾼域⼈⼯林の⼟壌保全対策
③ 登⼭道及びその周辺等の⼟壌保全対策

⽔源林の基盤整備

１８．４億円

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

災害に強い⽔源林

県内⽔源保全地域
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２ 丹沢⼤⼭の保全・再⽣対策

シカ管理捕獲

⽔源の保全上重要な丹沢⼤⼭を中⼼として、
シカ管理（シカ管理捕獲、森林管理者等多様な
主体によるシカ管理）による林床植⽣の衰退防
⽌やブナ林等森林⽣態系のモニタリングに取り
組むことで、森林⼟壌の保全や⽣物多様性の保
全、⽔源かん養などの公益的機能の⾼い森林を
⽬指します。

① 中⾼標⾼域におけるシカ管理の推進
② 奥⼭域における森林⽣態系モニタリング
③ 県⺠連携・協働事業

２１．２億円

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

箱根・足柄山地

小仏山地
丹沢大山地域

県⺠連携・協働事業
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３ ⼿⼊れを要する⽔源林整備(県)

荒廃した⼈⼯林

契約期間が残る協定林や県営林等、県が管理
している森林の状況に応じた適切な管理・整備
を進めることで、⽔源かん養など森林の持つ公
益的機能を向上させ、「豊かで活⼒ある森林」
を持続させます。

① ⽔源の森林づくり事業における⽔源協定林
等の整備

② かながわ森林塾の実施
③ 県が管理する森林の整備

⼿⼊れが適切に⾏われた⼈⼯林

６６．５億円

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

針広混交林

県内⽔源保全地域
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４ ⼿⼊れを要する⽔源林整備（市町村）

整備前の森林の状況

⼿⼊れが必要な地域⽔源林において、市町村
が主体的に取り組む森林整備を推進することで、
集落周辺の⾥⼭林等における地域特有の課題等
に対処し、⽔源かん養をはじめとする公益的機
能の発揮を図ります。

① 市町村が実施する私有林の確保・整備及び
市町村有林の整備

② 集落周辺の⾥⼭林整備など地域特有の課題
等に応じた森林整備
（危険⽊の伐採やヤブ化の解消など）

整備後の状況

３９．２億円

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

活⼒ある⾥⼭林

県内⽔源保全地域
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５ 整備後に返還した⽔源林等の機能維持
⽔源返還林を含む環境林について、航空レー

ザ測量などのデータを活⽤しながら状態把握を
⾏うとともに、状況に応じ必要な森林管理・整
備を⾏うことで、針広混交林などの⽬標林型へ
の誘導や森林が持つ公益的機能の維持・発揮を
図ります。

① 環境林の状態把握
② 環境林における巡視・⼟壌保全対策の実施

（市町村や林業事業体と連携を図りながら、
森林所有者が適切な森林管理を継続
できるようにするための仕組みを構築）

１２．３億円

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

①県内⽔源保全地域
②⽔源の森林エリア

航空レーザ測量の仕組み 微地形表現図
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６ 多⽤な林齢構成となる⼈⼯林整備

健全な⼈⼯林

公益的機能を損なわないよう配慮しながら、
計画的に植替えを⾏い、林齢構成の多様化を図
るとともに、様々な段階の森林整備技術を承継
し、⼈材を育成することで、⻑期的視点での公
益的機能の持続的な発揮を⽬指します。

① 間伐等森林の整備（契約期間が残る⻑期施
業受委託森林の森林整備等）

② ⽔源環境に配慮した植替えの実施
③ ⽊材搬出への⽀援

５８．０億円

森林（⼈⼯林）の世代交代

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

県内⽔源保全地域
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７ 河川・⽔路の環境整備
相模川⽔系・酒匂川⽔系取⽔堰の県内集⽔

域に位置する河川等において、⽣態系による
⾃然浄化や⽔循環の機能を⾼めることで、⽔
源⽔質の維持・向上を⽬指します。

○河川・⽔路における⾃然浄化機能の向上等

１４．８億円

河川整備前の状況 整備後︓⾃然⽯を配置するなどの
整備を⾏い、⾃然浄化機能が向上

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

相模川⽔系・酒匂川⽔系取⽔堰の県内集⽔域
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８ 地下⽔の保全対策
地下⽔を主要な⽔道⽔源として利⽤している

地域において、それぞれの地域特性に応じて市
町村が主体的に⾏う地下⽔かん養や⽔質保全等
の取組を促進し、持続可能な地下⽔利⽤や地下
⽔汚染のない⽔道⽔源地域の実現を⽬指します。

① 地下⽔かん養対策
② 地下⽔汚染対策
③ 地下⽔モニタリング

（地下⽔中のPFAS調査を含む）

７．３億円

地下⽔浄化施設

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

地下⽔を主要な⽔道⽔源としている地域
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９ ⽣活排⽔処理施設の整備
相模川⽔系・酒匂川⽔系取⽔堰の県内集⽔域

において、県⺠の⽔がめであるダム集⽔域を中
⼼に、⽣活排⽔由来の汚濁負荷軽減対策を推進
し、⽔道⽔源となるダム湖・河川の汚濁負荷削
減を図ります。

① 合併処理浄化槽の整備促進
② ⾼度処理型合併処理浄化槽の維持管理⽀援

１１．４億円

合併処理浄化槽の整備状況

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

相模川⽔系・酒匂川⽔系取⽔堰の県内集⽔域
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10 都市部住⺠との交流・市⺠事業等の推進
⽔源地域と都市部住⺠との交流事業の実施や

市⺠団体等への⽀援、県⺠参加の機会の創出に
取り組むことで、県⺠全体でかながわの⽔源環
境を⽀えていく機運を醸成します。

① 都市部住⺠との交流事業の実施
② 市⺠事業の推進
③ 県⺠参加の森林づくり活動等への⽀援

８．１億円

市⺠団体等への⽀援 県⺠参加の森林づくり活動（植樹）の様⼦

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

① 県全域
②③県内⽔源保全地域

（ただし、普及啓発事業は県全域）
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11 県外上流域との協働
本県の主要な⽔源河川である相模川と酒匂川

の上流域は、それぞれ⼭梨県と静岡県にあるこ
とから、県域を越えた上流域対策に取り組むこ
とで、流域全体の環境保全を図ります。

① 相模川⽔系上流域対策の推進
② 酒匂川⽔系上流域の現状把握

１．０億円

森林整備により明るくなった林内整備前

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

山梨県

静岡県

⽔源保全地域
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12 ⽔源環境モニタリングの実施
「順応的管理」の考え⽅に基づき、事業実施

と並⾏して、⽔源環境全般にわたる調査を実施
し、事業の効果と影響を把握しながら評価と⾒
直しを⾏うことで、柔軟な施策の推進を図りま
す。

① 森林のモニタリング調査
② 河川のモニタリング調査

７．５億円

河川のモニタリング調査森林のモニタリング調査

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

⽔源保全地域
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13 県⺠参加による⽔源環境保全・再⽣のための仕組み
⽔源環境保全・再⽣施策について、計画、実施、評価、⾒直しの各段階に県

⺠意⾒を反映させ、県⺠が主体的に事業に参加し、県⺠の意志を基盤とした施
策の展開を図ります。

○ 「⽔源環境保全・再⽣かながわ県⺠会議」の運営等

１．４億円

事業モニターの実施

⽔源施策の普及・啓発

（１）令和９年度以降に取り組む13事業

施策の点検・評価（意⾒書の⼿交）

県⺠フォーラムの開催 もり・みずカフェの開催



個⼈県⺠税（均等割・所得割）による超過課税
均等割︓多くの県⺠の皆様に等しく御負担いただくという観点から望ましいこと
所得割︓均等割のみの場合、低所得者層の税負担割合が相対的に重くなる「負担の逆進性」が強くなるこ

とから、その緩和を図りつつ、必要な規模の財源を確保できること

・充実・強化した取組を体系的に、かつ⻑期にわたって継続的に推進していくために、
安定的な財源の確保が必要

・⽔源環境保全･再⽣の取組は、県⺠全体で考え、⽀えていくことが必要

（参考）県⺠税
区 分 住⺠税

合計
市町村⺠税

（標準税率）
上乗せ率標準税率

年4,300円年3,000円年300円年1,000円均等割
10.018％８％0.018％※２％政令市に住所がある⽅所

得
割 10.018％６％0.018％※４％その他の市町村に住所がある⽅

● 令和９年度から令和13年度までの税率

● ⽔源環境保全・再⽣のための平均負担額・・・年額 780円（納税者１⼈当たり）
● 税収規模・・・年額 40 億円（５年間で約 200 億円）
● 個⼈県⺠税の超過課税の税収は、令和８年度までと同様、特別会計内に設置した基⾦で管理し、使途の

明確化を図ることとします。
※  県⺠税の所得割の上乗せ率については、令和８年度まで0.025％となっています。

（２）安定的な財源の確保 －⽔源環境保全税－
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両税の使途（イメージ）

＜使途＞
・伐採⽊の搬出
・河川・⽔路の環境整備
・地下⽔の保全対策
・⽣活排⽔処理施設の整備

＜⽬的︓森林吸収源対策等＞

45

参考︓森林環境譲与税等との棲み分け

＜⽬的︓市内の緑の保全・創造＞
＜使途＞
・樹林地・農地の確実な担保
・⾝近な緑化の推進
・維持管理の充実によるみどりの質の向上
・ボランティアなど市⺠参画の促進につな

がる事業　水源の森林エリア

　地域水源林エリア

納税者1⼈当たり年平均780円※３ 森林環境税として、納税者1⼈当たり年1,000円（R6年度〜徴収）

納税者1⼈当たり年900円

横浜みどり税（H21年度～）

森林環境譲与税（R元年度～）水源環境保全税（H19年度～）

＜使途＞
・天然林、⽵林の整備※２

・⽊材利⽤の促進
・担い⼿の育成・確保
・普及・啓発

＜⽬的︓良質な⽔の安定的確保＞

・⼈⼯林の整備※１

（⽔源保全地域）

・⼈⼯林の整備
（⽔源保全地域外）

※１ ⼩規模な⼈⼯林の整備は、森林環境譲与税を活⽤。
※２ ⽔源施策に資する天然林、⽵林の整備は、⽔源環境保全税を活⽤。
※３ 令和８年度までは納税者１⼈当たり年平均880円となっています。
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おわりに

良質な⽔を育む「豊かな⽔源環境」は、
県⺠全体のかけがえのない財産です。

回復した⽔源環境をしっかりと守り、
次世代に引き継いでいくため、

引き続き、⽔源環境の保全・再⽣に
取り組んでいきます。


